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　平成29年に告示された幼稚園教育要領では、障害のある幼児などへの指導に際して、個々の幼児の実
態を的確に把握し、個別の指導計画を作成し活用するよう努めることが示された。幼稚園や認定こども園
における個別の指導計画の作成の遅れが指摘されているなかで、本研究では、全国の幼稚園、幼稚園型認
定こども園、幼保連携型認定こども園で、障害のある幼児の担任教師を対象に行った質問紙調査の結果か
ら、個別の指導計画の作成と活用を促進する条件について検討した。作成や運用を促進するために、作成
にかかる負担軽減、特別支援に関する知識を学ぶ機会の確保、幼児教育の内容に添った書式の利用、特別
支援教育コーディネーターの養成、外部機関の活用、作成者の効力感につながる活用方法の検討などの観
点から考察した。
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計画を作成する意義として、障害のある子どもに
関する理解を促進することや、保育者間での情報
共有、共通理解を図るために重要なツールである
ことが挙げられた 5）。
　しかし、2016年に文部科学省が実施した全国調
査 6）によると、全国の国公私立幼稚園のうち個別
の指導計画を作成している園は、全体の 46.8％で
あった。小中学校と比べると作成率はかなり低く、
幼稚園では個別の指導計画の作成・運用が遅れて
いることを指摘できる。多くの地方公共団体は、
障害幼児に適用できる書式や作成手順を規定して
おらず、指針をもたないまま計画書を作成しなく
てはならないことが遅れの原因として指摘されて
いる 4） 7）。また、個別の指導計画を作成する過程
で、幼稚園教諭が「各幼児に的確な発達課題及び
目標や支援案を引き出す作業」に困難を示すこと
も、遅れの原因の一つとして報告されている 8）。
これらの問題は、特別支援学校等における運用を
想定して導入された個別の指導計画を、教育内容
が異なる幼児教育の現場にそのまま持ち込んだこ
とと無関係ではないように思われる。実際、幼児
教育の営みは、学齢期以降に実行される教科ベー
スの指導とは異なり 7）、障害のある子どもと障害
のない子どもが集団の中でともに生活することが
前提となっているため、幼稚園で行う「個に応じ
た適切な支援」は、他の子どもたちと一緒に活動
するなかで出来る配慮を考えることになっている。
以上の実情を踏まえ、幼稚園における個別の指導
計画については、幼児教育の内容や形態に沿った
書式の作成と活用方法を検討すべきである。
そこで本研究では、幼稚園および認定こども園（幼
稚園型・幼保連携型）における個別の指導計画の
作成と活用状況についてその実態を明らかにし、
個別の指導計画の作成と活用を促進するための条
件について考察することを目的とする。

2．方法
　全国の各自治体が公開している幼稚園、幼保連
携型認定こども園、幼稚園型認定こども園のリス
トをもとにランダムに抽出した 1,550園に対して、

1．問題と目的
　2009年に全国806市区の幼稚園を対象に行われ
た調査において、「特別な支援を要すると思われ
る」「発達が気になる」幼児が在籍している幼稚園
の割合は、全体の８割以上にのぼることが報告さ
れた 1）。また、ベネッセ教育総合研究所（2012）
の報告によると、国公立幼稚園では 86.0％、私立
幼稚園では 71.1％の割合で障害のある幼児が在籍
しており、他の保育施設と比較すると、経年の増
加率は幼稚園で最も高いことが明らかになった
2）。そして、それらの子どもを支援するための園
内体制として、全体の約半数の園では行政の補助
金を利用していわゆる加配職員を配置している
が、私立幼稚園においては、クラス担任をもたな
いフリーの保育者や園長、主任が対応している割
合が高いことが示された。この結果から、障害の
ある子どもや特別な支援を要する子どもが在籍す
る幼稚園においては、担任を中心としながら複数
の保育者によって子どもの支援を行っている現状
が読み取れる。それらの子どもに対する支援は、
園の重点課題として挙げられ、研修の充実を求め
る声も多い。
　幼稚園教育要領 3）では、障害のある幼児一人一
人の教育的ニーズを把握し、指導目標や指導内容・
方法、配慮事項等を示した個別の指導計画を作成
し活用することに努めるものとすることが定めら
れている。個別の指導計画とは、「幼児児童生徒一
人一人の障害の状況等に応じたきめ細かな指導が
行えるよう、学校における教育課程や指導計画、
当該幼児児童生徒の個別の教育支援計画等を踏ま
えて、より具体的に幼児児童生徒一人一人の教育
的ニーズに対応して、指導目標や指導内容・方法、
配慮事項等を示した計画」を指す。吉川（2016）は、
個別の指導計画を作成することの意義として、障
害幼児の実態把握、目標、指導方法、評価を言語
化、明確化し、対象となる幼児に関する教師間の
共通理解を促す効果があると述べている 4）。また、
実際に個別の指導計画を作成し運用している幼稚
園教諭や保育士を対象に、フォーカスグループイ
ンタビュー（FGI）を実施した結果、個別の指導



幼稚園及び認定こども園における障害児支援の体制と個別の指導計画の作成実態（2）

45

　回答者の教職経験年数は、すべての設置主体に
おいて 10年以上の教師が半数以上を占めており、
次いで 5 〜 10年の教師が多かった（図1）。
　回答者の特別支援学校教員免許状取得の有無に
ついて、国立園の取得率は 10.5％、公立園は 6.7％、
私立園は 2.3％であった（図2）。設置主体による
独立性の検定を行うために、χ2検定を行ったと
ころ、設置主体による有意差は認められなかった

（χ2=4.217,df=2,p = 0.121）（表3）。
　障害のある幼児に関する研修への参加回数につ
いて、設置主体による独立性の検定を行うために、
χ2検定を行ったところ、人数に有意な偏りが検
出された（χ2=18.042,df=6, p <.01）。さらに残差
分析の結果、過去１年間に４回以上の研修を受講
した回答者数は、公立園で有意に高かった。また、
過去１年間に研修を一度も受けていない、または
受講回数が１回のみであった回答者数は、私立園
で有意に高く、公立園で有意に低かった（表４）。

3.2．個別の指導計画に関する項目の結果

3.2.1　個別の指導計画の作成状況について

　障害のある幼児に対する個別の指導計画の作成
状況について、設置主体別に比較した結果を図3

障害のある幼児の担任である教諭（以下、担任教
師とする）を対象として調査票を郵送した。調査
票には QR コードを掲載し、インターネット経由

（Google®）による回答も可とした。
　調査内容は、回答者の属性に関する項目、すな
わち在籍園の設置主体および類型、担当する学級
の幼児数、教職経験年数、特別支援学校教員免許
状の取得状況、過去１年間で障害のある幼児に関
する研修に参加した回数と、個別の指導計画に関
する項目で構成した。個別の指導計画に関する項
目は、①個別の指導計画の作成の有無、②個別の
指導計画の様式の有無、③作成時の相談相手、④
他機関や専門家からの助言の有無、⑤作成後に共
有した相手、⑥作成後の修正や書き足しの頻度と
した。さらに、全ての園を対象に、⑦個別の指導
計画に対する印象について回答を得た。
　調査期間は令和2年1月〜 2月であり、376 の園
から回答を得た（回収率24.3％）。未回答項目が
含まれる調査票に関しても、各項目内での回答に
欠損がない限りにおいて集計対象とした。なお、
本調査は、東京家政学院大学倫理審査委員会の審
査を受けて実施した。

3．結果
3.1．回答者の属性

　質問に対する回答が得られた 376園のうち、未
記入の回答を除く 363園の設置主体および類型の
内訳は表1 の通りである。回答者（担任教師）が
担当する学級の幼児数の内訳を表2 に、教職経験
年数の内訳を図1 に、特別支援学校教員免許状の
取得率を表3 に示した。表2〜3 および図1〜2 は、
園の設置主体別に結果を示した。
　学級の幼児数（表2）について、設置主体による
独立性の検定を行うために、χ2検定を行ったと
ころ、人数に有意な偏りが検出された（χ2=38.927,df
=6,p <.01）。さらに残差分析の結果、幼児数10人
未満の学級を担当している回答者数は、公立園で
有意に高く、私立園で有意に低かった。また、30
人以上の規模の学級を担当している回答者数は、
私立園で有意に高く、公立園で有意に低かった。

表1　回答者が在籍する園の内訳（n=363）

図1　回答者の教職経験年数の割合

幼稚園 幼保連携型
認定こども園

幼稚園型
認定⼦ども園 計

国⽴ 19 0 0 19
公⽴ 125 69 15 209
私⽴ 83 37 15 135
計 227 106 30 363
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および表5 に示した。設置主体別にみると、国立
園は 83.3％、公立園は 88.0％、私立園は 51.1％で
あった（図3）。個別の指導計画作成の有無につい
て設置主体間で有意な差が認められ、個別の指導
計画を作成していると答えた回答者数は、公立園
で有意 に高 く、 私立園 で有意 に低 か っ た（χ2 

=58.625,df=2,p <.01）（表5）。

3.2.2　個別の指導計画の様式の有無について

　個別の指導計画を「作成している」と答えた回答
者を対象に、在籍する園で個別の指導計画の様式
が定められているかについて質問した。設置主体
別の結果を図4 および表6 に示した。個別の指導
計画の様式を定めている国立園は 93.3％、公立園
は 95.4％、私立園は 88.5％であった。園内で個別
の指導計画の様式を定めているか否かについて、
設置主体間に有意な差は認められなかった（χ2 

=3.522,df=2,p = 0.172）（表6）。

表2　回答者が担当する学級の幼児数

表3　回答者の特別⽀援学校教員免許状の取得率（設置主体別⽐較）

表4　障害のある幼児に関する研修への参加回数（過去1 年間）

10⼈未満 残差 11〜19⼈ 残差 20〜29⼈ 残差 30⼈以上 残差 計
⼈（％） ⼈（％） ⼈（％） ⼈（％） ⼈（％） Χ2値 p値

国⽴ 0（0.0） 3（2.3） 12（7.8） 3（7.0） 18（0.06） 38.927 <.001
公⽴ 29（90.6） 3.9** 88（66.7） 80（52.3） 12（27.9） -4.3** 168（58.3）
私⽴ 3（9.4） -3.3** 41（31.0） 61（39.9） 28（65.1） 4.1** 102（44.7）
計 32（100.0） 132（100.0） 153（100.0） 43（100.0） 288（100.0）

*<.05 **<.01  

0回 残差 1回 残差 2 〜 3回 残差 4回以上 残差 計
⼈（％） ⼈（％） ⼈（％） ⼈（％） ⼈（％） Χ2値 p値

国⽴ 2（4.8） 7（8.2） 5（3.3） 2（4.5） 16（4.9） 18.042 <.01
公⽴ 19（45.2） -2.1* 40（47.1） -2.9** 104（67.5） 2.6** 33（73.3） 196（60.1）
私⽴ 21（50.0） 2.1* 38（44.7） 2.2* 45（29.2） -2.1* 10（22.2） 114（35.0）
計 42（100.0） 85（100.0） 154（100.0） 45（100.0） 326（100.0）

*<.05 **<.01

有 残差 無 残差 計
⼈（％） ⼈（％） ⼈（％） Χ2値 p値

国⽴ 0（0.0） 17（5.0） 19（5.3） 4.21743 0.12139
公⽴ 29（90.6） 195（57.4） 209（58.2）
私⽴ 3（9.4） 128（37.6） 131（36.5）
計 19（100.0） 340（100.0） 359（100.0）

図3 　障害のある幼児に対する個別の指導計画の作成率

図2　回答者の特別⽀援学校教員免許状の取得率 
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た。この質問項目では、回答者に対し、選択肢の
なかから該当するすべての相談相手にチェックす
ることを求めた。その結果、相談相手として最も
多かったのは管理職（全体の 76.8％）であり、次い
で多かったのは特別支援教育コーディネーター

（46.4％）であった。また、巡回相談専門員に相談
した割合は 18.2％であった（表7）。個別の指導計
画を作成する過程で、他機関や専門家から助言を
受けたと回答したものは全体の 43.6％であった

（図5）。

3.2.4　 個別の指導計画作成後に共有した相手

　個別の指導計画を「作成している」と答えた回答
者に対して、作成後に計画を共有した相手について
尋ねた。この質問項目では、回答者に対し、選択肢
のなかから該当するすべての対象にチェックする
ことを求めた。その結果、作成後に共有した対象
として、管理職が最も高い割合を示し（全体の 85.7
％）、次いで特別支援教育コーディネーターが高か
った（44.6％）。一方で、学年主任（16.1％）や、保護
者（18.6％）と共有している割合は低かった（表8）。

3.2.5　 個別の指導計画作成後の書き足しや修正

の頻度

　個別の指導計画を「作成している」と答えた回

3.2.3　 個別の指導計画作成時の相談相手および

他機関や専門家からの助言

　個別の指導計画を「作成している」と答えた回答
者に対して、作成時に相談した相手について尋ね

表5　障害のある幼児に対する個別の指導計画の作成状況

表6　個別の指導計画の様式の策定状況

作成 残差 未作成 残差 計
⼈（％） ⼈（％） ⼈（％） Χ2値 p値

国⽴ 15（5.6） 3（3.2） 19（5.3） 58.652 <.01
公⽴ 184（68.9） 7.1** 25（26.9） -7.1** 209（58.2）
私⽴ 68（25.5） -7.6** 65（69.9） 7.6** 131（36.5）
計 267（100.0） 93（100.0） 359（100.0）

*<.05 **<.01

定められ
ている 残差

定められ
ていない 残差 計

⼈（％） ⼈（％） ⼈（％） Χ2値 p値
国⽴ 14（6.0） 1（6.3） 15（6.0） 3.522 0.1719
公⽴ 165（70.8） 8（50.0） 173（69.5）
私⽴ 54（23.2） 7（43.7） 61（24.5）
計 233（100.0） 16（100.0） 249（100.0）

図4　個別の指導計画の様式が定められている割合

 図5　個別の指導計画作成において他機関や専門家に
　助言を受けた割合（n=273）
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て、作成群で肯定的な回答の割合が高く、未作成
群との間に有意差が認められた（χ2=26.094,df=3,p 
<.01）。「b. 作成するためには専門的な知識を有す
る」について、「非常にそう思う」と回答した者の
割合は未作成群で高く、作成群との間に 5％水準
で有意差が認められた（χ2=7.427,df=3,p=0.028）。

答者に対して、作成後に計画の書き足しや修正を
行う頻度を尋ねた。その結果、「学期に１回程度」
と回答した園が最も多く（62.3％）、次いで多かっ
たのは、「月に１回程度」（19.2％）であった（図6）。

3.2.6　個別の指導計画に対する印象

　個別の指導計画を作成している回答者を「作成
群」、作成していない回答者を「未作成群」に分類
し、個別の指導計画に対する印象について質問し
た。質問項目は、「a. 障害のある幼児と関わる上で
必要だ」「b. 作成するためには専門的な知識を有す
る」「c. どのように記載すればよいか分からない」

「d. 作成後の使用方法が分からない」「e. 作成には
多くの時間が必要だ」の５項目とし、4件法で回
答を得た。両群の回答結果の割合を図7 に示した。
また、各項目の回答結果について、群間の独立性
の検定を行うために、χ2検定および残差分析を
行った（表9）。
　「a. 障害のある幼児と関わる上で必要だ」につい

表7　個別の指導計画作成時の相談相手*（n=280）

表8　個別の指導計画作成後に共有した相手*(n=280)

作成時に相談した相手 人 %
管理職 215 76.8
特別支援教育コーディネーター ** 130 46.4
副担任 ** 53 18.9
学年主任 32 11.4
前年度の担任 ** 72 25.7
非正規雇用の職員（加配職員） 73 26.1
巡回相談専門員 51 18.2
その他 40 14.3
誰にも相談していない 6 2.5 

* 複数回答を認めた
** 該当職員がいない場合も含めた結果 

作成後に共有した相手 人 %
管理職 215 76.8
特別支援教育コーディネーター ** 130 46.4
副担任 ** 53 18.9
学年主任 32 11.4
前年度の担任 ** 72 25.7
非正規雇用の職員（加配職員） 73 26.1
保護者 51 18.2
その他 6 2.5 

* 複数回答を認めた
** 該当職員がいない場合も含めた結果 

図6　個別の指導計画作成後の書き足しや修正の頻度
　　　（n=280）

図7　個別の指導計画に対する印象
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し、指導にあたることが求められている。そのな
かで、幼稚園や認定こども園においては、その作
成率が相対的に低い水準であることが指摘されて
いる。本節では、担任教師を対象に行った質問紙
調査の結果から、幼稚園や認定こども園で個別の
指導計画の作成と活用を促進する条件について考
察する。
　本調査の結果によると、個別の指導計画の作成
率は、国立園が 83.3％、公立園が 88.0％、私立園
は 51.1％であった。私立園における作成率が低い
ことを指摘できる。そして、「回答者が担当する学
級の幼児数」、および「過去１年間において障害の
ある幼児に関する研修への参加回数」の２項目に
おいて、国公立園と私立園の間に有意な差が認め

「c. どのように記載すればよいか分からない」「d. 作
成後の使用方法が分からない」について、作成群で
は否定的な回答の割合が高く、「そう思う」「非常に
そう思う」の回答は未作成群で有意に高かった（質
問 c：χ2=43.450,df=3,p<.01、質問d：χ2 =18.966,df
=3,p<.01）。「e. 作成には多くの時間が必要だ」につ
いて、両群ともに８割以上の回答者から「そう思う」

「非常にそう思う」といった回答がなされたが、「そ
う思わない」の回答数は作成群で有意に低い結果
を得た（χ2 =6.722,df=3,p=0.035）。

4．考察
　幼稚園や認定こども園、小中学校では、障害の
ある幼児児童生徒に対して個別の指導計画を作成

表9　個別の指導計画に対する印象

a. 障害のある幼児と関わる上で必要だ
全くそう
思わない 残差 そう思わない 残差 そう思う 残差

⾮常に
そう思う 残差 計

⼈（％） ⼈（％） ⼈（％） ⼈（％） ⼈（％） Χ2値 p値
作成群 0（0.0） 3（30.0） -3.3** 163（70.6） -2.5* 109（87.2） 3.9** 275（74.9） 26.094 <.01

未作成群 1（100.0） 7（70.0） 3.3** 68（29.4） 2.5* 16（12.8） -3.9** 92（25.1）
計 1（100.0） 10（100.0） 231（100.0） 125（100.0） 367（100.0）

b. 作成するためには専⾨的な知識を有する
全くそう
思わない 残差 そう思わない 残差 そう思う 残差

⾮常に
そう思う 残差 計

⼈（％） ⼈（％） ⼈（％） ⼈（％） ⼈（％） Χ2値 p値
作成群 2（50.0） 22（88.0） 170（77.6） 81（68.1） -2.1* 275（74.9） 7.427 0.028

未作成群 2（50.0） 3（12.0） 49（22.4） 38（31.9） 2.1* 92（25.1）
計 4（100.0） 25（100.0） 219（100.0） 119（100.0） 367（100.0）

c. どのように記載すればよいか分からない
全くそう
思わない 残差 そう思わない 残差 そう思う 残差

⾮常に
そう思う 残差 計

⼈（％） ⼈（％） ⼈（％） ⼈（％） ⼈（％） Χ2値 p値
作成群 10（76.9） 159（89.8） 6.3** 94（61.8） -5.0** 10（47.6） -3.0** 273（75.2） 43.450 <.01

未作成群 3（23.1） 18（10.2） -6.3** 58（38.2） 5.0** 11（52.4） 3.0** 90（24.8）
計 13（100.0） 177（100.0） 152（100.0） 21（100.0） 363（100.0）

d. 作成後の使⽤⽅法が分からない
全くそう
思わない 残差 そう思わない 残差 そう思う 残差

⾮常に
そう思う 残差 計

⼈（％） ⼈（％） ⼈（％） ⼈（％） ⼈（％） Χ2値 p値
作成群 29（80.6） 191（80.6） 3.2** 48（62.3） -3.0** 6（42.9） -2.9** 274（75.3） 18.966 <.01

未作成群 7（19.4） 46（19.4） -3.2** 29（37.7） 3.0** 8（57.1） 2.9** 90（24.7）
計 36（100.0） 237（100.0） 77（100.0） 14（100.0） 364（100.0）

e. 作成には多くの時間が必要だ
全くそう
思わない 残差 そう思わない 残差 そう思う 残差

⾮常に
そう思う 残差 計

⼈（％） ⼈（％） ⼈（％） ⼈（％） ⼈（％） Χ2値 p値
作成群 2（66.7） 40（88.9） 2.3* 148（75.1） 84（69.4） 274（74.9） 6.722 0.035

未作成群 1（33.3） 5（11.1） -2.3* 49（24.9） 37（30.6） 92（25.1）
計 3（100.0） 45（100.0） 197（100.0） 121（100.0） 366（100.0）

*<.05 **<.01
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進する条件となるだろう。この点に関しては、個
別の指導計画の書式の簡素化に加え、作成者が時
間をかけずに書き足しや修正のできる工夫（たと
えば、ICT やクラウドを活用した作成・共有シス
テムの導入など）に関する効果検証が今後求めら
れる。なお、ここで取り上げた個別の指導計画に
対する印象は、既に作成し運用している担任教師

（作成群）と未作成園の担任教師（未作成群）の間
に有意な差が認められた。たとえば、「どのように
記載すればよいかわからない」という項目におい
て、「そう思う」「非常にそう思う」と回答した担任
教師は、未作成群の方が多いという結果を得た。
作成する前後で個別の指導計画に対する印象が変
化すること、すなわち、実際に作成してみること
により、担任教師がそれまで持っていたネガティ
ブな印象が変化する可能性を指摘できる。
　最後に、個別の指導計画の作成過程と作成後の
運用に関する現状から、作成や運用促進の条件に
ついて検討する。個別の指導計画を作成する際の
相談相手として管理職を挙げた担任教師は多かっ
たが、一方で、特別支援教育コーディネーターに
相談している担任教師は全体の半数以下であり、
巡回支援専門員への相談も低い割合であった。巡
回支援専門員の整備が進み、障害に関する専門家
から助言を受けて日々の指導に生かす仕組みが整
いつつあるが、それを個別の指導計画に反映し、
当該幼児に関わる教職員間で共有することは少な
いことが指摘できる。個別の指導計画の作成を進
めるうえで、特別支援教育コーディネーターの養
成、巡回支援専門員の活用を推進する必要がある。
地域の特別支援学校は、特別支援教育のセンター
的機能を有しており、幼稚園や認定こども園から
の要請に応じて助言を行うことができる。特別支
援学校では、在籍児童生徒に個別の指導計画を作
成することが義務付けられており、学習指導要領
解説（自立活動編）10）には、計画作成の手順につ
いて具体的に示されている。そのため、特別支援
学校へ支援を要請することにより、幼稚園や認定
こども園は、個別の指導計画の作成や運用に関す
る直接的な助言を得ることができるだろう。

られた。すなわち、私立園においては、幼児数の
多い学級のなかで障害幼児を担当しているケース
が多いことと、障害のある幼児に関する研修に参
加する機会が少ないことがわかった。私立園にみ
られるこれらの状況と個別の指導計画の作成率の
低さとの間に因果関係があるかという点について、
本研究の結果から論じることは難しい。しかし、
先行研究では、「個別の指導計画を作成しない理由」
として、「作成できる専門知識のある人がいない」、

「作成する時間がない」ことが上位に挙がっている
ように 9）、担任教師の日々の業務量の多さや、個
別の指導計画を作成するうえで必要な特別支援に
関する基礎的な知識を学ぶ機会を得にくいこと
は、個別の指導計画の作成や運用を妨げる要因の
一つとなっている可能性を指摘できる。担任教師
をサポートするための園内体制の構築に加え、自
治体や関係機関が開催する外部研修への参加推進
が、幼稚園や認定こども園で個別の指導計画の作
成と活用の促進につながる条件のひとつになると
考えられる。
　個別の指導計画を作成している園の約９割では、
園内で定められた書式を用いていることが本調査
で明らかになった。しかし、既に作成し運用して
いる担任教師のなかで「どのように記載すればよ
いかわからない」と回答した者が 38.1％存在した。
さらに「作成するためには専門的な知識を要する」
と回答した担任教師は 90.0％以上を占めていた。
この結果から、担任教師の多くは記載の仕方がわ
からない、あるいは作成のための専門的知識がな
いことが示唆される。このような状況を改善し、
担任教師が通常の業務の一環として個別の指導計
画の作成や運用に携わるためには、特別支援学校
等における運用から始まった我が国の「個別の指
導計画」を、幼児教育の形態や内容に沿った形の
書式へと発展させ、担任教師が自身のことばで書
き綴れるようにしていくことが重要だろう。また、

「作成には多くの時間が必要だ」という印象をもつ
担任教師は、全体の 84.7％であった。他の業務を
抱えるなかで、個別の指導計画を短時間で効率よ
く作成できるようにすることが、作成や運用を促
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　個別の指導計画の運用状況について、作成後に
学年主任や非正規雇用職員（加配職員）と共有す
ると回答した担任教師は４割以下であった。学年
主任や非正規雇用職員（加配職員）は、担任教師
とともに当該幼児の指導・支援を行う機会が多い
と考えられる。個別の指導計画の重要な機能の１
つとして、障害幼児の指導目標や支援方法を教職
員間で共有することがあげられるが、それを実現
できていない現状がうかがえる。そうした場合に、
個別の指導計画の運用促進の観点から問題になる
のが、作成後に教師が抱く効力感 4）である。時間
と労力をかけて作成した個別の指導計画が作成後
に活用されるものにならなければ、個別の指導計
画は形骸化し、作成者は効力感を得られない。作
成者は、自身が作成した個別の指導計画が活用さ
れることで効力感を得るだろう。作成後の活用方
法として、当該幼児の関係者間で共有されること、
非正規雇用を含む教職員で共有し日々の指導やケ
ース会議等で活用されること、当該幼児の保護者
との個人面談時に活用されること、保護者同意の
もとで巡回相談専門員や進学先の小学校への就学
支援資料として活用されることなどが考えられ
る。また、個別の教育支援計画など当該幼児に関
する他の資料と紐付けることによって参照される
機会を増やすことも、作成者の効力感へとつなが
るだろう。各園では、作成までを支援するのみで
なく、作成後の運用方法についても統一したシス
テムを構築していくことが求められる。
　以上、個別の指導計画の作成や運用を促すため
の条件として、私立園を中心とした担任教師の支
援体制の構築、研修制度の確立、幼児教育で用い
やすい書式の検討、作成にかかる時間の削減、作
成を支援する特別支援教育コーディネーターの養
成、巡回支援専門員や外部機関の活用、作成者の
効力感につながる活用のあり方について検討した。
今後の課題として、本研究の成果から導き出され
る具体的な方法の効果に関する実証研究が求めら
れる。
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